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業務件名：北柏駅南口駅前広場基本計画策定業務委託 

履行場所：柏市北柏一丁目１番先 

契約期間：契約日から令和９年３月２６日（金）まで 

契約方法：総価契約 

支払回数：業務完了後に１回 

 

（背景） 

第１条 北柏駅北口では，現在，土地区画整理事業により基盤整備が進められ，令和８年４月に

北柏駅北口駅前広場周辺地区において，柏市と地元権利者による「北柏駅北口駅前広場周辺地

区一体的土地活用事業」により新たに商業施設等が立地され，地域に人が集まり賑わいが生ま

れつつある。 

一方，北柏駅南口では，駅前広場の整備から約 50年が経過し，施設の老朽化が進行している

ことから，今後の駅前広場に求められる機能を再点検し，必要に応じた再整備を検討すべき時

期を迎えている。また，現状では駅利用者の送迎を中心とした限定的な利用にとどまっている

ほか，公共交通と一般車両の動線が混在しており，駅前広場としての機能が十分に発揮されて

いない状況にある。 

さらに，柏市が推進する手賀沼周辺の観光活性化においては，手賀沼への最寄り駅である北

柏駅に対し，アクセス拠点としての機能向上や，駅前空間の魅力向上が期待されている。しか

しながら，北柏駅は柏市内において手賀沼に最も近い駅であるにもかかわらず，駅前に人々が

滞在・交流できる空間が不足しており，賑わいや活力に欠ける状況となっている。 

  このような背景を踏まえ，北柏駅南口駅前広場においては，手賀沼の玄関口としてのポテン

シャルを活かしながら，滞留機能の不足や交通機能の課題を解消し，地域住民や来訪者が集い，

憩い，交流できる賑わい空間の創出に向けた検討を行う必要がある。 

 

（目的） 

第２条 本業務は、北柏駅周辺の賑わい創出に向け，駅周辺を「単なる通過点」から「人が集い，

憩い，賑わう拠点」へと転換させることを目指す基本計画策定を行うこととし，以下の３点を

目的とする。 

  (1) 交通機能の適正化と安全性の確保（駅前広場西側） 

  (2) 滞留空間創出による賑わいの形成（駅前広場東側） 

  (3) 「手賀沼への玄関口」としての機能強化 

 

（適用範囲及び疑義） 

第３条 この仕様書の内容は，本業務に適用する。なお，一般的事項は柏市土木設計業務共通仕

様書（平成２４年度版）（以下「共通仕様書」という）を準用する。 

２ この委託の施行にあたっての一般的事項及び本特記仕様書に記載のない事項については，共

通仕様書，関係法規，通達，要項等を適用する。これにより難い場合は，柏市と受注者の協議

により決定する。 

 

（履行期間） 

第４条 本業務の履行期間は，契約日翌日から令和９年３月２６日（金）までとする。 

 

（履行場所） 

第５条 履行場所は，Ｐ５案内図のとおりとする。 
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（業務内容） 

第６条 本業務の内容は，以下のとおりとする。（南口駅前広場面積 約 6,000㎡） 

 (1) 企画立案 

   受託者は，業務着手にあたり調査職員と十分な協議のうえで業務目的・趣旨を把握し，業

務実施方法や工程計画，履行体制などをまとめた業務計画書を作成し，担当職員に提示し承

認を得ること。 

 (2) 現状と計画の整理 

   既存調査資料より，対象駅前広場周辺地区の土地利用状況や交通状況，地域の住民意見を

把握し，市の上位計画・関連計画等を整理する。 

 (3) 基本方針の検討 

   駅前広場再整備の目的，駅前広場の性格等を明確にし，計画指標の設定を行う。 

 (4) 将来乗降客数の設定 

   駅勢圏設定，将来の伸び，開発計画の考慮等から将来乗降客数を予測する。 

 (5) 駅前広場規模の検討 

   将来予測に基づき，駅前広場の必要施設数，面積等を設定する。 

 (6) 構想立案および配置構想の検討（東側利活用含む） 

   駅前広場の整備と周辺交通の在り方を検討し，将来的な駅前広場区域，取付道路形態等を

検討する。合わせて，駅前広場として必要な面積以外の部分については，オープンスペース

の利活用が可能な設定を行うこととする。 

 (7) 基本計画案の検討 

   駅前広場の配置計画案を３案以上作成し，土地利用・交通・利活用等の観点から検討し，

課題を抽出し，比較評価する。合わせて，説明資料用の構想図（俯瞰図）を各案ごとに作成

する。 

 (8) 基本計画図の作成 

   配置計画案をもとに各案ごとに基本計画図（S=1/500程度）を作成する。 

 (9) 概算工事費の算定 

   基本計画図に基づいて，各案ごとに概算工事費の算定を行う。 

 (10) 報告書の作成 

   検討結果を取りまとめ，報告書を作成する。報告書に加え，市民説明用の概要資料（プレ

ゼンテーション形式）も合わせて作成する。 

 (11) 照査 

  ア 受注者は本業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し，十分な比較検討を行うこ

とにより，業務の高い質を確保することに努めること。さらに照査を実施し，設計図書に

誤りがないよう努めること。 

  イ 照査の体制は相当な技術経験を有する照査技術者を配置すること。 

  ウ 照査技術者は，共通仕様書第１１０７条の規定に従い，業務の節目毎に照査を実施し，

その結果を照査報告書としてとりまとめ管理技術者に差し出し，柏市北柏駅周辺整備課に

提出するものとする。 

 

（資料収集） 

第７条 本業務に必要な資料の収集及び分析は，受託者が行う。また，受託者は，発注者から貸

与された資料について，業務終了後速やかに返却しなければならない。 
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（業務遂行上の原則） 

第８条 本業務を実施するにあたって，柏市の意図及び業務の目的を十分理解した上で，秩序た

だしく業務を行わせるとともに，相当の経験を有する技術者を定め，かつ適切な人員を配置す

ること。 

 

（作業計画） 

第９条 受注者は，本業務の着手に先立ち，業務計画書及び業務工程表を柏市に提出し，承認を

得なければならない。 

（配置技術者） 

第１０条 受注者は，本業務において以下のとおり配置技術者を定め，本市に通知すること。 

 (1) 主任技術者   

   主任技術者は，次のいずれかの資格を有する者とする。 

  ア 技術士（建設部門：都市及び地方計画） 

  イ 技術士（総合技術監理部門：都市及び地方計画） 

 (2) 担当技術者 

   担当技術者については資格要件を問わないものとする。ただし，本業務の遂行に必要な知

識及び経験を有する者を配置すること。また，主任技術者が兼務することも可能とする。 

 

（技術基準等） 

第１１条 本業務実施にあたっては，最新の技術基準及び図書に基づいて行うものとする。ま

た，成果品となる報告書は，参考図書により全体が把握できる内容とし，使用した技術基準等

については報告書の中で出典を明記すること。 

 

（個人情報の保護及び秘密の保持） 

第１２条 受託者は，この業務に関し知り得た個人情報について，関係法令に基づき適正に処理

しなければならない。この契約が終了した後においても同様である。 

２ 受託者は本業務遂行により知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。本業務の契約期間

満了後及び契約解除後においても同様である。 

 

（事故及びトラブルの防止） 

第１３条 受注者は本業務の実施にあたり関係者や第三者とのトラブル防止，その他事故発生を

未然に防止するよう努力するとともに，労働基準法その他関係法規を守り円滑にこれを行うこ

と。事故傷害等が生じた場合の補償に要する費用は，受注者負担とする。 

 

（成果品に対する責任の範囲） 

第１４条 受注者は本業務完了後といえども、誤測または調査の失策、不備が発見された場合

は、速やかに図書の修正をしなければならない。これに要する経費は受注者の負担とする。 

 

（成果品の管理及び帰属） 

第１５条 成果品の管理及び帰属は，すべて発注者とする。受注者が成果品を公表することにつ

いては，一切認めない。 
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（検査及び引渡し） 

第１６条 受注者は，本業務完了時に成果品について発注者の検査を受けること。 

２ 完了検査により訂正を指示された箇所については，速やかに訂正・修正を行うこと。 

 

（資料の貸与及び保管） 

第１７条 本業務に必要な資料で柏市が保有するものについては，これを受注者に貸与し，その

他の資料については，受注者において収集するものとする。なお，柏市からの貸与資料は次の

ものとする。 

 (1) 南口歩行者通行量データ（5：00から翌 1：00の平日・休日） 

 (2) 令和６年度北柏駅南口交通量調査業務委託成果 

 (3) 令和６年度北柏駅南口駅前広場現況測量業務委託成果 

 (4) 令和７年度北柏駅周辺地区都市再生整備計画策定支援業務委託成果 

 (5) 北柏駅周辺のまちづくりに関するアンケート調査結果（令和７年度実施） 

 (6) その他，発注者が必要と認める資料 

２ 受注者は，本業務の遂行に当たり，柏市から貸与された資料の保管について，万全の注意を

払い管理し，本業務の完了後は速やかに柏市に返却するものとする。 

 

（成果品） 

第１８条 受注者は，本業務の成果品として次のものを提出するものとする。 

 (1）業務報告書（Ａ４版パイプファイルに綴じたもの） １部 

 (2) 関係資料 一式 

 (3) 電子データ（PDFおよび ORGデータ） 一式 

 (4）その他（指示のある場合） 一式 

  編集可能なファイル形式とＰＤＦ形式を格納するものとする。          

 

（電子納品） 

第１９条 本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは，「調査，設計，工事などの各業務段

階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは，国土交

通省の「土木設計業務等の電子納品要領 (令和６年３月)」に基づいて作成した電子データを指

す。 

２ 電子納品の運用にあたっては，千葉県の「電子納品運用ガイドライン【委託業務編】(平成２

８年１月)」を参考にするものとする。 

３ 成果品の提出の際には，電子納品チェックシステムによるチェックを行い，エラーがないこ

とを確認した後，ウィルス対策を実施したうえで提出すること。 

 

（疑義） 

第２０条 受注者は，本仕様書の解釈に疑義がある場合又は明記されていない事項がある場合に

おいては，速やかに本市と協議を行い，その指示に従うものとする。 

 

＜担当部署＞ 

 柏市都市部北柏駅周辺整備課 担当 川島，梅谷 

 電話 ０４－７１６０－３８５１  
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